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● 参加費無料

● 学習会終了後、相談を希

望される方は個別相談に

応じます。

「これってハラスメント？」パート２ 参加申込書

お名前（フリガナ） TEL

住所(よろしければご記入ください)

共催：鳥取県労働組合総連合、自治労連鳥取県本部、鳥取県医療労働組合連合会

連絡先：鳥取県労働組合総連合 〒680-0833鳥取市末広温泉町211 誠ビル3階

☎0857-21-3171 fax0857-21-3172 Ｅ-ｍａｉｌ:toriroren@titan.ocn.ne.jp

７月１日（土）

14：00～16：00
鳥取市文化センター

会議室５
鳥取市吉方温泉三丁目701番地

℡0857-27-5181

アドバイザー：岩橋祐治さん
働くもののいのちと健康を守る京都センター事務局長


